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実
施
日 

月    日 氏 

名 

 

 
【１】 右の図は、ある裁判の法廷のようすをえがいたものです。こ

の絵を見て、次の各問いに答えなさい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) これは、何について審理している裁判ですか。次のア～エか

ら選びなさい。 ( ) 
 

ア 行政事件についての裁判 
イ 刑事事件についての裁判 
ウ 民事事件についての裁判 
エ 裁判官の弾劾についての裁判 

 
（2) 次の文は、この法廷における裁判官、弁護人、検察官、被

告人のいずれかの発言である。その発言者にあてはまるもの

を、下のア～エから選びなさい。 ( ) 
 

「この裁判は、かなり長期にわたって審理が続いています。

私には、迅速な裁判を受ける権利がありますので、一刻もは

やく判決を出してください。」 
 

ア 裁判官    イ 弁護人    ウ 検察官    エ 被告人 
 
(3) この裁判の判決について正しく述べている文を、次のア～エ

から選びなさい。 ( ) 
 

ア 自白があれば、他に証拠がなくても有罪判決を下すことが

できる。 
イ 国連総会で世界人権宣言が採択されているので、死刑判

決を下すことはできない。 
ウ 世論が判決を強く批判した場合は、国権の最高機関であ

る国会が判決を修正できる。 
エ 第一審判決に不服のある当事者は、原則としてあと 2 回

裁判を求めることができる。 
 
(4) 刑事裁判と民事裁判に共通しているものを、次のア～エから

選びなさい。 ( ) 
 

ア 裁判は、原告と被告との間に生じた私人の間の利害対立

を解決するために行われる。 
イ 当事者は、上級の裁判所に控訴したり、上告したりするこ

とができる。 
ウ 当事者が裁判の途中で話し合い、和解により争いが解決

されることがある。 
エ 検察官が被疑者を被告人として起訴し、裁判官が裁定を

下す。 
 
(5) この裁判に関係のある、次の日本国憲法第 76 条の条文中

の(  )にあてはまる語句を、下のア～エから選びなさい。 
  ( ) 
 

すべて(   )は、その良心に従ひ独立してその職権を

行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 
 

ア 裁判官    イ 警察官    ウ 弁護士    エ 検察官 

(6) この裁判で判決が確定した後、事実誤認を証明する明らか

な証拠が新たに発見されたときなどに、裁判をやりなおすこと

を何といいますか。次のア～エから選びなさい。 
  ( ) 

ア 終審    イ 上訴    ウ 再審    エ 告訴 
 
(7) 2009 年から国民が裁判官といっしょに裁判の審理・評決に

加わるしくみが実施されることになりました。これを何制度とい

いますか。 （ ） 
 
(8) 検察官が起訴しなかった事案について、そのよしあしを判断

するしくみを何といいますか。 ( ) 
 
【２】 下の図を見て、次の問いに答えなさい。 
  (2)の解答欄 
 
  ①( ) 
 
  ②( ) 
 
  ③( ) 
 
  ④( ) 
 
  ⑤( ) 
 
  ⑥( ) 
 
(1) A～C にあてはまる語句を答えなさい。 

A( )  B( )  C( ) 
 
(2) ①～⑥にあてはまるものを、次のア～カからそれぞれ選びな

さい。また、a～c にあてはまる語句を答えなさい。 
a( )  b( )  c( ) 

 
ア 最高裁判所長官の( a ) イ 違憲立法の( b ) 
ウ 衆議院の( c ) エ 弾劾裁判 
オ 行政処分の違憲( b ) カ 内閣総理大臣の( a ) 

 
(3) ⑦には、政治について多くの国民が思っている意見があては

まる。これを何といいますか。 （ ） 
 
(4) ⑧には、20 歳以上の人々に権利が保障された政治参加の

方法があてはまる。それは何ですか。 ( ) 
 
(5) ⑨について述べた次の文中の 1・2 にあてはまる語句や数字

を答えなさい。 
1( ) 2( ) 

 
最高裁判所の裁判官の任命後最初の(  1  )の際に行わ

れ、その後(  2  )年経過した後の(  1  )の際さらに行われ、

その後も同様に行われる。最高裁判所の裁判官が適任かど

うかを国民の投票で審査する制度である。 
 
(6) 日本の政治は、図のような内閣・国会・裁判所の関係によっ

て行われている。このような政治のしくみを何といいますか。ま

た、この政治のしくみについて正しく述べている文を、次のア

～エから選びなさい。 ( )( ) 
 

ア ルソーが「社会契約論」で唱えたものである。 
イ アダム・スミスが「国富論」で唱えたものである。 
ウ モンテスキューが「法の精神」で唱えたものである。 
エ ロックが「市民政府二論」で唱えたものである。 
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【１】 右の図は、ある裁判の法廷のようすをえがいたものです。こ

の絵を見て、次の各問いに答えなさい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) これは、何について審理している裁判ですか。次のア～エか

ら選びなさい。 ( イ ) 
 

ア 行政事件についての裁判 
イ 刑事事件についての裁判 
ウ 民事事件についての裁判 
エ 裁判官の弾劾についての裁判 

 
（2) 次の文は、この法廷における裁判官、弁護人、検察官、被

告人のいずれかの発言である。その発言者にあてはまるもの

を、下のア～エから選びなさい。 ( エ ) 
 

「この裁判は、かなり長期にわたって審理が続いています。

私には、迅速な裁判を受ける権利がありますので、一刻もは

やく判決を出してください。」 
 

ア 裁判官    イ 弁護人    ウ 検察官    エ 被告人 
 
(3) この裁判の判決について正しく述べている文を、次のア～エ

から選びなさい。 ( エ ) 
 

ア 自白があれば、他に証拠がなくても有罪判決を下すことが

できる。 
イ 国連総会で世界人権宣言が採択されているので、死刑判

決を下すことはできない。 
ウ 世論が判決を強く批判した場合は、国権の最高機関であ

る国会が判決を修正できる。 
エ 第一審判決に不服のある当事者は、原則としてあと 2 回

裁判を求めることができる。 
 
(4) 刑事裁判と民事裁判に共通しているものを、次のア～エから

選びなさい。 ( イ ) 
 

ア 裁判は、原告と被告との間に生じた私人の間の利害対立

を解決するために行われる。 
イ 当事者は、上級の裁判所に控訴したり、上告したりするこ

とができる。 
ウ 当事者が裁判の途中で話し合い、和解により争いが解決

されることがある。 
エ 検察官が被疑者を被告人として起訴し、裁判官が裁定を

下す。 
 
(5) この裁判に関係のある、次の日本国憲法第 76 条の条文中

の(  )にあてはまる語句を、下のア～エから選びなさい。 
  ( ア ) 
 

すべて(   )は、その良心に従ひ独立してその職権を

行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 
 

ア 裁判官    イ 警察官    ウ 弁護士    エ 検察官 

(6) この裁判で判決が確定した後、事実誤認を証明する明らか

な証拠が新たに発見されたときなどに、裁判をやりなおすこと

を何といいますか。次のア～エから選びなさい。 
  ( ウ ) 

ア 終審    イ 上訴    ウ 再審    エ 告訴 
 
(7) 2009 年から国民が裁判官といっしょに裁判の審理・評決に

加わるしくみが実施されることになりました。これを何制度とい

いますか。 （ 裁判員制度 ） 
 
(8) 検察官が起訴しなかった事案について、そのよしあしを判断

するしくみを何といいますか。 ( 検察審査会 ) 
 
【２】 下の図を見て、次の問いに答えなさい。 
  (2)の解答欄 
 
  ①( カ ) 
 
  ②( ウ ) 
 
  ③( オ ) 
 
  ④( ア ) 
 
  ⑤( エ ) 
 
  ⑥( イ ) 
 
(1) A～C にあてはまる語句を答えなさい。 

A( 行政 )  B( 立法 )  C( 司法 ) 
 
(2) ①～⑥にあてはまるものを、次のア～カからそれぞれ選びな

さい。また、a～c にあてはまる語句を答えなさい。 
a( 指名 )  b( 審査 )  c( 解散 ) 

 
ア 最高裁判所長官の( a ) イ 違憲立法の( b ) 
ウ 衆議院の( c ) エ 弾劾裁判 
オ 行政処分の違憲( b ) カ 内閣総理大臣の( a ) 

 
(3) ⑦には、政治について多くの国民が思っている意見があては

まる。これを何といいますか。 （ 世論 ） 
 
(4) ⑧には。20 歳以上の人々に権利が保障された政治参加の

方法があてはまる。それは何ですか。 ( 選挙 ) 
 
(5) ⑨について述べた次の文中の 1・2 にあてはまる語句や数字

を答えなさい。 
 1( 衆議院議員総選挙 ) 2( 10 ) 

 
最高裁判所の裁判官の任命後最初の(  1  )の際に行わ

れ、その後(  2  )年経過した後の(  1  )の際さらに行われ、

その後も同様に行われる。最高裁判所の裁判官が適任かど

うかを国民の投票で審査する制度である。 
 
(6) 日本の政治は、図のような内閣・国会・裁判所の関係によっ

て行われている。このような政治のしくみを何といいますか。ま

た、この政治のしくみについて正しく述べている文を、次のア

～エから選びなさい。 ( 三権分立 )( ウ ) 
 

ア ルソーが「社会契約論」で唱えたものである。 
イ アダム・スミスが「国富論」で唱えたものである。 
ウ モンテスキューが「法の精神」で唱えたものである。 
エ ロックが「市民政府二論」で唱えたものである。 
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